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略 語 表 

AC Air Conditioner 
ACEA Accredited Energy Auditor 
ADB Asian Development Bank 
AFD Agence Française de Development 
APF Annual Performance Factor 
APP Asia Pacific Partnership 
BAB Bangladesh Accreditation Board 
BAU Business as Usual 
BB Bangladesh Bank 
BBS Bangladesh Bureau of Statistics 
BCCF Bangladesh Climate Change Resilience Fund 
BCIC Bangladesh Chemical Industries Corporation 
BCSA Bangladesh Cold Storage Association 
BCSIR Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research 
BDS Bangladesh Standard 
BERC Bangladesh Energy Regulatory Commission 
BGMEA Bangladesh Garment Manufacturers & Exporters Association 
BJMA Bangladesh Jute Mills Association 
BNBC Bangladesh National Building Code 
BNBC [Revised] New Version of Bangladesh National Building Code 
BOCM Bilateral Offset Credit Mechanism 
BPC Bangladesh Petroleum Corporation 
BPDB Bangladesh Power Development Board 
BREB Bangladesh Rural Electrification Board 
BRESL Barrier Removal for Energy Standards and Labeling 
BRMA Bangladesh Re-Rolling Mills Association 
BSFIC Bangladesh Sugar & Food Industries Corporation 
BSTI Bangladesh Standardization and Testing Institute 
BTMA Bangladesh Textile Mills Association 
BUET Bangladesh University of Engineering and Technology 
CASBEE Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency  
CBM Condition Based Maintenance 
CC Climate Change  
CCEB Catalyzing Clean Energy in Bangladesh 
CDM Clean Development Mechanism 
CEA Certified Energy Auditor 
CEM Clean Energy Ministerial 
CFL Compact Fluorescent Lamp 
CNG Compressed Natural Gas 
COP Co-efficient of Performance 
CP Counter Part 
CPP Critical Peak Pricing 
CSPF Cooling Season Performance Factor 
CSR Corporate Social Responsibility 
CUM Cubic Meter 
DB Data Base 
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DC Designated (Large Energy ) Consumer 
DNCRP Directorate of National Consumer Rights Protection 
DoE Department of Environment 
DSM  Demand-side Management 
EC Energy Conservation 
ECCJ Energy Conservation Center, Japan  
ECR Environment Conservation Rules 
EE Energy Efficiency 
EE&C Energy Efficiency Improvement and Conservation 
EECMP Energy Efficiency Improvement and Conservation Master Plan 
EER Energy Efficiency Ratio 
EGCB Electricity Generation Company of Bangladesh 
EIB European Investment Bank 
EM Energy Manager 
EMS Energy Management System 
ERD Economic Relations Division (Ministry of Finance) 
ESCO Energy Service Company 
FS Feasibility Study 
FY Fiscal Year 
GBG Green Building Guideline 
GDP Gross Domestic Product 
GEF Global Environmental Facility 
GIZ German International Development Corporation  
GoB Government of the People’s Republic of Bangladesh 
GoJ Government of Japan 
GW Gigawatt 
HBRI Housing and Building Research Institute 
HR Human Resources 
HVAC Heating, Ventilating and Air Conditioning 
IAP Interim Action Plan 
ICS Improved Cooking Stove 
ICT Information Communication Technology 
IDCOL Infrastructure Development Company Limited 
IEA International Energy Agency 
IEC International Electrotechnical Commission 
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 
IPEEC International Partnership for Energy Efficiency Cooperation 
IPP Independent Power Producer 
IRENA International Renewable Energy Agency 
ISO International Organization for Standardization  
JCC Joint Coordination Committee 
JCM Joint Crediting Mechanism 
JERI Japan Economic Research Institute Inc. 
JICA Japan International Cooperation Agency 
J-POWER Electric Power Company Co., Ltd. 
kgoe Kilo gram oil equivalent 
kWh Kilo watt hour 
KPI Key Performance Indicators 
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ktoe Kilo ton oil equivalent 
LDC Least Developed Country 
LGED Local Government Engineering Department 
LED Light Emitting Diode 
LNG Liquefied Natural Gas 
LPG Liquefied Petroleum Gas 
MAC Marginal Abatement Cost 
MDG Millennium Development Goal 
MEPS Minimum Energy Performance Standard 
METI Ministry of Economy, Trade and Industry (Japan) 
MFI Micro Finance Institute 
MGI McKinsey Global Institute 
MIC Middle Income Country 
MOC Ministry of Commerce 
MOEF Ministry of Environment and Forest 
MOHPW Ministry of Housing and Public Works 
MOI Ministry of Industry 
MPEMR Ministry of Power, Energy and Mineral Resources 
MW Megawatt 
NBFI Non-bank Financial Institution 
NCTB The National Curriculum and Text Book Board 
NGO Non-government Organization 
ODA Official Development Assistance 
OECD Organization for Economic Co-operation and Development 
OJT On the Job Training 
PDB Power Development Board 
PF Power Factor or Plant Factor 
PFI Participating Financial Institution 
PGCB Power Grid Company of Bangladesh 
PMU Project Management Unit 
PSCDP Power Sector Capacity Development Program 
PV Photovoltaic 
PWD Public Works Department 
RAJUK Rajdhani Unnayan Kartripakkha;  

Capital Development Authority of the Government of Bangladesh 
RE Renewable Energy 
SAARC South Asia Association for Regional Cooperation 
SCADA Supervisory Control And Data Acquisition 
SDG Sustainable Development Goal 
S&D Sales and Distribution 
SED Sustainable Energy Development 
SHS Solar Home Systems 
SLA Subsidiary Loan Agreement 
SME Small and Medium size Enterprise 
SREDA Sustainable and Renewable Energy Development Authority 
SWH Solar Water Heater 
TA Technical Assistance (Capacity Development) 
TBM Time Based Maintenance 
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toe Tone of oil equivalent 
TOU Time of Use 
TPP Technical Project Proposal 
TSL Two-step Loan 
UNDP United Nations Development Program 
UNIDO United Nations Industrial Development Organization 
USAID United States Agency for International Development 
WB World Bank 
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1. 本プロジェクトの目標 

バングラデシュ（以下「バ」国）政府は、増加し続けるエネルギー需要に対して、供給力を高

めるのみならず、気候変動対策の視点も踏まえ、省エネルギー（以下｢省エネ｣）推進が重要であ

ることを認識している。この観点から 2014 年 1 月に「バ」国政府は「省エネルギーマスタープラ

ン策定プロジェクト」の実施を宣言し、2015 年 3 月までに以下に記載する 4 つの成果を取りまと

めることとした。 

① 政府承認されるべき「省エネマスタープラン」（案）の策定と、国全体を網羅する省エネ政

策実施に関わるアクションプランの策定 

② 持続・再生可能エネルギー開発庁（SREDA：Sustainable and Renewable Energy Development 
Authority）（以下「SREDA」）の組織のあり方と、活動内容の明確化 

③ 国民、事業者への省エネ普及啓発 

④ 本プロジェクトを通しての、SREDA と電力・エネルギー資源省電力局（Power Division, 
MPEMR：Ministry of Power, Energy and Mineral Resources）の組織・人材育成 

 
「バ」国の主要なエネルギー消費部門は産業、住宅、交通であるが、本プロジェクトでは交通

を除いた部門を検討対象とする。工場・ビルの現地診断、家電の市場調査、関係機関との協議等

を通して、「バ」国のエネルギー消費実態や省エネ実施の問題点を洗い出し、阻害要因の解決を含

めた省エネ推進策を提言した。本プロジェクトにおける主要テーマと課題を表 1.1 に示す。 

 

表 1-1  本プロジェクトの主要課題 

主要テーマ 課 題 実施主体 

マスタープラン 2030 年までのロードマップを含む計画の策定 SREDA 

エネルギー管理制度 大口エネルギー消費者の指定、義務的エネルギー

管理、資格認定を含む制度骨子案の策定  SREDA 

省エネラベリング制度 エネルギー効率測定、ラベル基準、検証、試験所

認定等を含む、制度骨子案の策定 SREDA 

建築物の省エネ推進制

度 
建築物の省エネ推進のための効果的方策の確認

と提言 MOHPW/SREDA 

財務支援・インセンティ

ブ制度 財務支援・インセンティブ制度の提言 
SREDA/MOF 

各省エネ制度の経済財

務分析 主要省エネ施策の経済財務分析 

能力開発・普及啓発 能力開発・普及啓発制度および事業の提案 SREDA 

IT インフラ整備 普及啓発計画、IT インフラ計画の提言と SREDA
ウエブサイト枠組みの作成 SREDA/MPEMR 

注：MOHPW (Ministry of Housing and Public Works)、MOF (Ministry of Finance) 
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2. 本プロジェクトのアウトプット 

本プロジェクトのアウトプットを以下に示す。 

 
2.1 省エネマスタープラン（案）の策定 

国の省エネ推進におけるマスタープランの位置づけを図 2-1 に示す。マスタープランは、国の

省エネ推進に関わるあらゆる組織、活動、文書の最上位に位置すべきものである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-1  省エネ推進組織・活動・文書の全体構成 
 

マスタープランは「バ」国の省エネ推進を「公約」として国内外に周知するものであり、図 2-2
に示すように、省エネ目標、ロードマップ、各主体の役割といったような計画の中心部分を広く

国民や事業者に理解してもらうことを企図している。 

 

 
図 2-2  マスタープランの目標 

 
マスタープランの中に、「バ」国のエネルギー供給・消費実態と省エネ目標、以下に述べる省エ

ネ諸策を含めたアクションプラン、政府をはじめとする各主体の役割、能力・人材育成、普及啓

発策及び省エネ制度実施の経済効果分析方法等をまとめた。 
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2.2 エネルギー管理制度の立案 

工場（産業部門）やビル（商業部門）の省エネには、適切なエネルギー管理が不可欠である。

「バ」国では 1 次エネルギーの約 50％が産業部門で消費されていることから、SREDA は国の省

エネ施策として当該分野の省エネ促進に寄与するエネルギー管理制度を導入することを決定した。

エネルギー管理制度は以下の諸要素から成り立つ。 

 大口エネルギー消費者（DCs：Designated large energy consumers）の指定 
 エネルギー管理士、診断士、認定診断士の資格認定 
 大口エネルギー消費者のエネルギー消費量、省エネ実施状況の定期報告 
 ベンチマーク（産業業種や生産プロセスのエネルギー消費原単位目標）の設定 

 
これらの要素を整理し、「エネルギー管理制度骨子案」をまとめた。この制度骨子は関連法令策

定の基礎となる。 

 
(1) 大口エネルギー消費者の指定 

規制によりエネルギー管理を義務づける対象となる「大口エネルギー消費者」（DC：

Designated Consumer）の指定基準を、エネルギー消費量データ及び代表的消費者に対するエネ

ルギー診断結果より決定した。この際、SREDA の当面のリソースを考慮して、制度開始時の

管理対象企業数が 100 社程度になることを目標とした。分析の結果、制度開始時における DC
指定の線引きを対象業種別に、10,000 toe 以上、6,000 toe 以上及び 3,000 toe 以上の 3 種類とし

た場合、指定される事業者数は合計 100 超程度で、これらの事業者による 1 次エネルギー消費

は産業部門全体の約 31%を占めると想定された。指定された事業者は、定められたエネルギー

管理を実施しなければならない。この線引きは、将来見直しして順次規制対象企業数を拡充し

ていくことになる。 

 
(2) エネルギー管理士、診断士、登録診断士の資格認定 

DC に義務付けられるエネルギー管理には、国が認定する「エネルギー管理士」の任命やエ

ネルギー診断士によるエネルギー診断がある。これらの資格認定・登録制度には、エネルギー・

省エネ専門家の育成と社会的ステータス確保の狙いもある。制度骨子案の中で、資格認定方法

の具体案を作成した。計画されている主な関連国家資格を以下に記載する。 

 エネルギー管理士：大口エネルギー消費施設に配置が義務付けられる。組織の省エネ活動

の牽引役で、（3）に記載する定期報告書類のまとめ役となる。 

 エネルギー診断士：大口エネルギー消費者以外の中小の消費者向けエネルギー診断、省エ

ネ普及促進の担い手としての役割が期待される。 

 登録エネルギー診断士：大口エネルギー消費者に対する高度なエネルギー診断を実施し、

エネルギー管理士に助言を与える。 
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(3) 大口エネルギー消費者のエネルギー消費量、省エネ実施状況の定期報告 

本プロジェクトで定期（年次）報告書書式案を作成し、報告システムを SREDA のウェブサ

イトに組み入れた。報告書書式案は、大口エネルギー消費者以外の事業者でも自社内のエネル

ギー管理用として広く使えるものである。 

 
(4) ベンチマークの設定 

ベンチマークとは、産業業種別の最高エネルギー効率生産実現ケースを共有化し、エネル

ギーインテンシティー（工場の単位生産量や建物床面積当たりのエネルギー消費量）を、事業

者の省エネ推進の指標として設定するものである。当面、セメント、印刷、紙・パルプ、ソー

ダ、製鉄、化学肥料等の産業業種・生産プロセスに適用を予定している。 

ベンチマークは今後SREDAが、対象とする事業者や業界団体の意見を取り入れて、指標値、

運用方法を協議の上、導入していく。ベンチマークは国内外のエネルギーインテンシティーを

参照しながら随時見直されなければならない。 

 
(5) 制度検討委員会の開催 

エネルギー管理制度を発効させるためには、継続して制度検討委員会を組織していくことが

必要になる。制度全体について議論する「エネルギー管理制度委員会」と、各種国家資格認定

試験内容及び研修の組成にかかる技術的なテーマについて議論する「認証委員会」の 2 つを組

織する。 

 
2.3 省エネラベリング制度の立案 

「バ」国では、1 次エネルギーの約 30％が家庭で消費されているが、その多くが家電製品の使

用によるものであり、省エネラベリング制度は、家庭部門の省エネに非常に有効である。SREDA
は国の施策として省エネラベリング制度を導入することを決定した。制度の効率的導入を図るた

め、「省エネラべリング制度骨子案」をまとめた。この制度骨子は関連法令策定の基礎となる。 

制度骨子案作成に際して検討した主なポイントを以下に記載する。 

 
(1) 関係組織の役割分担 

「バ」国では当初、BSTI（Bangladesh Standardization and Testing Institute）が UNDP-BRESL 
(Barrier Removal for Energy Standards and Labeling) プロジェクトにおける省エネラベリング制

度構築のリーダー役として、エネルギー効率測定方法に関わるいくつかの BDS（Bangladesh 
Standard）を定めた。しかし、BSTI は BDS を制定したに留まり、これに依拠した法令を施行

するには至らなかった。今般 SREDA が組織され、BSTI の成果を引き継いで、「バ」国の省エ

ネラベリング制度の推進役となったが、SREDA の最も重要な役目は制度に関わる法令を整備

し施行することである。BSTI は引き続き BDS の制定とエネルギー効率測定試験に注力する。

また、BAB (Bangladesh Accreditation Board) が試験機関のエネルギー効率試験能力の認定を行

う。 
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政府機関以外では、家電メーカーや代理店が当制度の主役となる。ルールを順守しながら制

度に積極的に参加することが求められる。また、制度の主要素であるエネルギー効率測定方法

やラベル星印基準の新規策定や見直し等の議論に、専門的知見や市場状況等の情報をもって積

極的に参加することも求められる。  

 
(2) 省エネラベルの信頼性確保（検証システム） 

省エネラベルの取得、製品への添付手続きには、メーカーの自社内でのエネルギー効率試験

値を基にした自己宣言方式と、第 3 者試験機関の試験値を基にラベル認証を与える認証取得方

式の 2 通りがある。日本は前者の方式を採用しており、メーカーの順法精神（コンプライアン

ス）を拠り所としている。後者は前者よりもラベルの信頼性確保が確実な方式であり、東南ア

ジア諸国が採用している。「バ」国でも後者を採用することとした。 

 
(3) 個別機器にかかるラべリング制度骨子案 

至近年の省エネラべリング制度の適用が計画されている機器について、制度骨子案を策定し

た。制度骨子案は、制度全般に関わる共通ルールと、各家電（CFL、エアコン、冷蔵庫、テレ

ビ、ファン、照明安定器、モーター）毎の、主に技術的な内容からなるルールから構成されて

いる。エネルギー効率測定方法は BDS として制定されるが、法令がこの BDS を引用すること

で BDS に法的な力（裏付け）を持たせている。家電のエネルギー効率のランクを決める星印

基準についても BSTI が BDS として制定する方法とすることもできるが、社会的、経済的な

見地から決定すべきものなので、主に技術的基準である BDS とはせずに、法令の中で直接規

定する方法を採用した。 

 
(4) 義務制度化に向けた試験機関の能力強化 

SREDA は、ラベリング制度を任意制度としてスタートし、次に義務制度に切り替えて制度

普及を徹底させる意向である。義務制度とする場合には、対象家電メーカーすべてがエネル

ギー効率試験を受けられるように、行政サイドが試験サービスを提供できるようにしなければ

ならない。このため、BSTI をはじめとする試験機関を早急に整備して試験能力を十分に高め

る必要がある。 

 
(5) エネルギー効率測定方法に関わる BDS（「バ」国規格）の整備 

BSTI が BRESL プロジェクト下で、いくつかのエネルギー効率測定方法に関わる BDS を制

定したが、これらの多くが他国基準のコピーである。「バ」国にそぐわない内容も多いので、

見直しが必要である。 

 
(6) 制度検討委員会の組織（外国メーカーの招聘） 

省エネラべリング制度を発効させるためには、継続して制度検討委員会を組織していくこと

が必要になる。「バ」国では家電の多くが輸入品であるので、当制度は海外の家電メーカーに

電源開発株式会社 
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も影響を与え、非関税障壁等の貿易問題となる可能性もある。制度検討委員会は、政府側委員

に偏ることなく、海外メーカーの参加も含め、公平な委員構成で実施することが重要である。 

 
2.4 建築物の省エネ促進制度への提言 

「バ」国では、建築物のエネルギー消費が急速に伸びており、効果的な建築物の省エネ対策が

求められる中、改正建築基準法が、現行の基準に省エネに関する規定を加える形で、新たに発効

されようとしている。効果的な制度構築・運用を目的として以下の提言を行った。 

(1) 改正建築基準法の制定、運用 

「バ」国では改正建築基準法が、まもなく発効されるが、現状では建築基準法の遵法率は極

端に低い。「バ」国において、円滑に法の適用を進めていくためには、まず第一段階は 5,000
～10,000m2 以上の大規模建物のみを適用対象として、以降段階的に適用範囲を拡大していく

のがよい。なお、改正建築基準法の一部条項には先進国の基準をそのままコピーして導入して

いる箇所があり、「バ」国の実態にそぐわない点もあるので、これらは適宜、見直しが必要で

ある。 

着実な法の施行のためには、すべての関係者がその役割と責任を果たさねばならない。この

ために、まず住宅公共事業省（MOHPW：Ministry of Housing and Public Works）は、SREDA の

協力を受け、関係者への普及啓発・能力開発を図るべきである。まずは、法施行の実施主体と

なる地方政府への普及啓発・能力開発を行い、続いて、地方政府から省エネの実施主体となる

建築物の所有者、利用者、設計者、建設事業者への展開が図られることが望まれる。なお、円

滑かつ効果的な普及啓発・能力開発のためには、具体的な建築物の省エネ方策の紹介や実施方

法を解説したマニュアルを作成し、活用するべきである。 

建築基準法に定められた確認申請制度は、設計・建設段階での行政による建築物の確認・指

導制度であり、実際にエネルギーを消費する建築物の運用段階での確認・指導はない。建築物

使用者が建築物のエネルギー消費量と、建築設備の運転保守状況も含めた省エネ推進状況を報

告し、行政がそれを確認（モニター）・指導する運用制度の確保が重要である。 

 
(2) グリーンビルガイドラインの開発と実施 

グリーンビルガイドラインは、省エネや水の合理的利用だけでなく、建築物のライフサイク

ル（建設、使用、撤去）における総合的な環境負荷低減を目的とする任意のガイドラインであ

る。改定建築基準法より高いレベルの省エネと低環境負荷建築物の設計・建設のためのガイド

ラインとして、2025 年の完成を目指している。 

グリーンビルガイドラインは任意制度のため、その普及には、グリーンビルの性能を評価（ラ

ンク付け）するシステムの構築が必要である。この評価（ランク付け）システムは、グリーン

ビルの表彰、インセンティブ付与の基準として活用できる。 

 
(3) 制度開発・実施の確認と見直し 

住宅公共事業省は、SREDA と共に、改定建築基準法の実施状況やグリーンビルガイドライ
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ンの開発状況を確認し、必要に応じて、行程の見直しや適切な対応策を実施する必要がある。 

なお、建築物の省エネ進捗状況の把握のためには、新設及び既設の建築物に関する統計デー

タベースの構築が必要である。住宅公共事象省は、SREDA と協力して、このデータベースの

開発・整備を進める必要がある。 

 
(4) 他の省エネ制度との連携 

「エネルギー管理制度」と「省エネラベリング制度」は、建築物の省エネ推進にも関係する

制度である。大規模ビルには、改正建築基準法以外に、エネルギー管理制度が合わせて適用さ

れ、義務的なエネルギー管理が課される。また、ビル内のエアコン、照明器具、天井ファン等

の設備には、主に家電を対象とした省エネラベリング制度が適用される。SREDA は、改正建

築基準法内の建築設備のエネルギー効率基準とこれら他の制度規定との整合を取る必要があ

る。 

 
2.5 財政面でのインセンティブ制度の立案 

省エネの効果的推進のためには、規制制度だけではなく財政面でのインセンティブ制度（以下、

インセンティブ制度）構築も必要である。そこで、各種インセンティブ制度を調査・検討し、「バ」

国に適した効果的な制度を提案した。検討内容を以下に示す。 

(1) 各種インセンティブ制度の比較と「バ」国への適用性 

省エネ設備投資に対するインセンティブ制度として、主に補助金、優遇税制、低利融資の 3
種類が挙げられる。 

省エネ設備投資に対する補助金は、交付対象となる設備や事業にかかる費用を一部ないしは

全部を政府が負担することで購入者の経済的負担を軽減させるもので、日本で実施された「エ

コポイント」のような「ポイント還元システム」や、融資において支払い利子相当額の一部を

助成する「利子補給」もこれに含まれる。補助金の支給によって対象機器の購入を促し、普及

が加速するという経済効果がある一方で、手続きを行う組織体制の整備も必要となり、補助金

交付決定に関わる審査等の業務費用が発生する。 

優遇税制は、高効率機器の購入等の対象事業を行う企業や個人に対し、所得税や法人税等の

税金を減免する制度である。加速償却による減税も優遇税制のひとつである。優遇税制は企

業・個人を問わず適用対象を幅広く設定でき、制度実施に係る特別な手順や体制の追加が不要

という点で導入しやすいと言える。しかしその一方で、減税または免税による税収減をどのよ

うに補填するのか、制度効果の評価が困難である、といった課題もある。 

低利融資は、対象となる事業や設備投資に対し、銀行等金融機関が市中金利よりも低い金利

で貸付を行う制度のことである。主に政府やドナーが特定の政策支援を目的として、譲許性の

高い資金を銀行等金融機関に提供することで金融機関の資金調達コストを軽減し、その結果エ

ンドユーザーへの貸付を促進することが可能となる。また、返済を前提とした有償資金支援で

あるため、政府の財政負担も少ない。 
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(2) 「バ」国に有効な省エネ推進のためのインセンティブ：円借款を活用した低利融資 

省エネ推進を妨げる要因として、「バ」国は現在以下のような状況にある。 

 政府によるエネルギー補助金（直接・間接）により、電力・エネルギー料金が市場価格よ

りも大幅に低く抑えられている。そのため、省エネによる光熱費削減メリットが低めとな

り、省エネの必要性が企業・個人に浸透するまでに時間がかかる。 

 省エネ推進のため、新たに補助金や優遇税制を導入する財政的な余力が政府にはない。 

上述の「バ」国の現状を鑑み、前述した 3 種類のインセンティブ制度の中で、政府にとって

最も財政的負担が少なく、エンドユーザーが長期にわたり金融支援を受けられる「低利融資」

を、「バ」国の省エネ推進において最も効果的なインセンティブ制度として提案する。電力・

エネルギー料金の低い「バ」国においては、人々の省エネ意識は総じて低い。そこで、省エネ

機器に買い替えることでエネルギー費用をここまで削減できるといった「省エネから得られる

経済効果」を見せることで省エネ機器への買い替え需要を喚起することを目指す。そこで、省

エネ促進低利融資制度のフェーズ 1 として、省エネ効果の高い、特定のフラッグシップ事業に

対して融資を行うこととする。フェーズ 1 にて省エネ事業による経済効果がある程度認知され

たところで、複数の参加金融機関（PFI）によってすそ野を広げていくことを目的としたフェー

ズ 2 を展開することが有効と考える。 

 
(3) 国際支援機関による支援活動 

「バ」国ではドイツ国際協力公社（GIZ）、国連開発計画（UNDP）等、多くの国際支援機関

が省エネ推進のための支援活動を行っている。また、日本政府（JICA）は、アジア諸国でこ

れまで実施してきた省エネ促進のための円借款事業及び技術協力の知見を「バ」国でも活用し、

提供していくことが可能である。SREDA はこれらの活動が重複することなく合理的に進むよ

うに、支援機関及び関係政府機関と役割分担を明確にしながら調整を行う必要がある。 

 
2.6 気候変動対策（地球温暖化対策）の考慮 

CO2 排出削減も「バ」国では重要な課題である。昨今、国際協力機関による気候変動対策とし

ての各種提言及び資金提供が行われている。「バ」国のインフラ整備は諸外国による気候変動に関

係する支援策を無視しては進められない。 

諸外国による無償援助や低利融資を呼び込むため、気候変動対策を省エネにつなげて考えるべ

きである。また地球温暖化対策は財務支援制度と経済分析と同じ土俵の上で議論されるべきであ

る。 

 
2.7 エネルギーデータ、省エネ目標・シナリオ、IT 利用の検討 

(1) エネルギーデータ 

「バ」国のエネルギー消費に関しては、いろいろな報告書が学術界、各種団体、政府機関か

ら出されている。しかし、共通したデータは少なく、ばらばらの状態で統合されていない。そ

こで、エネルギー消費データの出処を探り確定することが、省エネ推進のための正確かつ継続
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的なエネルギー消費実態把握及び政策立案・モニタリングの実施には不可欠である。SREDA
の定期的なデータの収集・蓄積及び分析作業への取り組みは優先課題である。 

部門・燃料別年間エネルギー消費（1 次エネルギー換算）を図 2-3 に示す。最もエネルギー

消費が大きいのは産業部門（約 50％）であり、その次は住宅部門（約 30％）である。 
 

 

出典：電力；MPEMR、ガス；Petrobangla、石油；BPC、石炭；IEA 

図 2-3  部門別エネルギー消費（1 次エネルギー換算、バイオマス除く） 
 

(2) 2030 年エネルギー消費予測 

2030 年までの部門別エネルギー消費予測を図 2-4 に示す。2030 年に、産業、住宅、業務（ビ

ル）、農業部門の 1 次エネルギー消費は 2013 年比で 2.9 倍となる。この予測は、各産業業種別

の成長率、世帯数の増加、電化率向上等を仮定して計算した。この予測を BAU（Business as Usual）
ケースでのベースラインとして、省エネ推進ケースとの比較を行った。 

 

 
出典：電力；MPEMR、ガス；Petrobangla、石油；BPC、石炭；IEA 

注：各産業業種別成長率については、IPCC 2nd National Communications, 2012 を引用 

図 2-4  1 次エネルギー予測（ベースライン、部門別） 

TOTAL: 26,112 UNIT: 1,000TOE

Industry, 
12,485 

Transport , 
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(3) 省エネポテンシャル 

現状の工場、住宅及びビルにおいて、エネルギー管理・高効率機器の導入、断熱や日射コン

トロールによるビルの省エネ化等を全国一斉に実施した場合に、期待される省エネ量または率

が「省エネポテンシャル」である。市場調査、工場・ビルのエネルギー診断及び関係ヒアリン

グ等より、「バ」国における部門別省エネポテンシャルを、産業部門 21%、家電（住宅）28.8%、

ビル 10%、農業 20％と推定した。省エネ目標を設定する場合には、まず省エネポテンシャル

を把握し、ポテンシャルのどれくらいが実現可能かを判断していくことになる。（省エネポテ

ンシャルとしては、経済合理性のある省エネポテンシャルのみを対象とし、経済的に見合わな

いものは除外した。） 

 
(4) 2030 年に向けた省エネ目標の設定とそれを達成する省エネシナリオ 

省エネ目標の指標としては、以下のいくつかのものがある。 

① エネルギー消費削減量の絶対値（エネルギー消費量の絶対値） 

② 将来予測 BAU 値に対する削減率または量 

③ 人口当たりのエネルギー消費量の絶対値または削減率 

④ GDP 当たりのエネルギー消費量 

このうち、①、②については、根拠となるエネルギー消費データが「バ」国では整備されて

おらず、かつ②は目標年における目標達成度の確認が難しい。③は、今後経済成長が見込める

「バ」国の評価には適さない。今後の経済成長とエネルギー消費効率の向上を合わせて評価で

きるGDP当たりのエネルギー消費量を指標として採用した。具体的には2021年（中間評価年）

及び 2030 年の省エネ目標を、2013～14 年の GDP 当たりの 1 次エネルギーインテンシティ

（toe/GDP：バイオマスを除く）比で、それぞれ 15％及び 20％と設定した。これに対し、いく

つかのシナリオにおける 1 次エネルギー消費量予測を行った。 

表 2-1 に試算した 2030 年に向けた省エネシナリオケースの概要を示す。 

 

表 2-1  2030 年に向けた省エネシナリオ 

省エネシナリオ 条件・仮定 

目標シナリオ 

2016 年から省エネ施策群が投入され、省エネ推進が徐々に本格化し、2021
年、2030 年のエネルギーインテンシティ（toe/GDP）が 2013-14 年比で、それ

ぞれ目標の 15％及び 20％削減を達成し得るシナリオ（省エネポテンシャルに

対する省エネ実現率は、2021 年及び 2030 年で、それぞれ 20-30％及び 60-80％） 

発展シナリオ 
2016 年から省エネ推進が始まり、徐々に本格化して、2021 年、2030 年の省

エネ実現率が、省エネポテンシャルに対し、それぞれ 50％及び 100％に達する

シナリオ 
 

両シナリオによる 2030 年までのエネルギーインテンシティ（toe/million BDT）予測値の BAU

値との比較を図 2-5 に示した。また両シナリオにおけるセクター別省エネ実現率及び省エネ量

の予測値を表 2-2 及び 2-3 に示す。 
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図 2-5  省エネシナリオ 

 

表 2-2  目標シナリオ（2021：15％、2030：20％達成） 

Sector 
省エネポテンシャルに対する時点の省エネ実現率 

2021 2030 
% EE&C amount (ktoe) % EE&C amount (ktoe) 

Industrial 30 1,474 80 7,497 
Residential 20 670 80 4,197 
Commercial 20 54 80 380 
Agriculture 20 75 80 296 

Total 2,273 12,370 
注：グリッド電力の発電効率向上や交通部門の省エネは考慮していない。 

 

表 2-3  発展シナリオ（2021：20％、2030：25％達成） 

Sector 
省エネポテンシャルに対する時点の省エネ実現率 

2021 2030 
% EE&C amount (ktoe) % EE&C amount (ktoe) 

Industrial 50 2,453 100 9,372 
Residential 50 1,676 100 5,247 
Commercial 50 134 100 633 
Agriculture 50 188 100 493 

Total   4,451   15,745 
注：グリッド電力の発電効率向上や交通部門の省エネは考慮していない。 

 
(5) 電力日負荷曲線の予測 

図 2-6 は、現状の年ピーク時の電力日負荷曲線（2014 年 5 月 31 日実測）について、部門別

及び家電別に内訳を推定したものである。この図をもとに 2030 年時点の電力負荷の内訳を作
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成して、各産業業種別の省エネや各家電の省エネを実現したとき（省エネ発展シナリオ）にど

れくらいのピーク負荷低減につながるかを予測したところ、ピークである夕方の電力を約 25%
削減できることが分かった。特に夕方のピークを構成する照明や TV の省エネが重要である。 

 

 

図 2-6 電力日負荷曲線と内訳推定（2014 年 5 月 31 日） 
 

(6) IT 利用・エネルギー消費データ収集メカニズム  

国内のエネルギー消費データを収集・集約し、また統計化したデータを公表するには IT イ

ンフラを整備することが欠かせない。そのために、本プロジェクトではまず SREDA のウェブ

サイトのメインフレームを構築した。次に、このウェブサイトとリンクさせて「エネルギー消

費定期報告システム」のプロトタイプを開発した。このシステムを用いて、エネルギー管理制

度における「大口エネルギー消費者」がエネルギー消費量や省エネ実施状況を SREDA に報告

し、SREDA が分析・統計化した後にシステム上で公開するものである。 

昨今、ビッグデータの活用が試みられているが、全国の事業者や家庭のエネルギー消費や省

エネ実施例、人々のエネルギーに関係する意識や行動等の膨大なデータの活用を将来的な課題

と捉え、IT 利用を推進すべきである。 

 
2.8 経済財務分析 

(1) 省エネ制度の経済効果 

前述の目標シナリオは、BAU ケースに対してエネルギー需要を 2030 年に 20％削減するも

のである。この場合、試算では 2015 年からの新規電源（開発）を約 2.9％削減することができ

る。（図 2-7 参照）結果的に、割高な燃料輸入を減らすことで 2015 年から 2030 年にかけて BDT 
2.3 兆（年平均 BDT 1,350 億）の燃料費削減となる。これは国家予算の 6％、GDP の 1％に当

たる。 
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Source: Power Supply/Demand Database compiled by Mr. Kazushige YASHIRO, JICA Expert (May 2014) 

図 2-7 省エネによる電力需要の削減 
 

(2) 省エネ制度・事業のコスト分析 

省エネ制度・事業への国の予算配分を効果的に決めるため、各省エネ制度を代表するような

いくつかの公共・民間向け省エネ事業のコスト分析を行った。計算式は次による。 

(a + c – d)/ b 
a: 政府の年間省エネ投資コスト(BDT/year) 
b: エネルギー削減量（toe/year） 
c: 民間の年間省エネ投資（BDT/year） 
d: 民間のエネルギーコスト削減額（BDT/year） 

 
(3) 分析結果 

上記計算式と仮定値に従い、省エネ推進事業フェーズ 1「フラグシップ事業」候補事業のエ

ネルギー削減量当たりのコスト（BDT/toe）をプロットし、候補事業の限界費用（MAC：Marginal 
Abatement Costs）カーブを描いた。（図 2-8 参照） 

X-Y 軸の左下は最もコストメリットのある事業群であり、右上はコストメリットの薄い事業

群である。それぞれの四角の高さと幅は、「単位コスト：エネルギー削減量当たりコスト」と

「エネルギー削減量」を表し、面積は、省エネ事業の純費用を表す。多くの省エネ事業がマイ

ナスの単位コストであり、これは、エネルギー削減額が省エネ投資コストを上回って回収可能

であることを表している。 

事業 No. 2、4、5、6、7、8、9、11、12、13 はエネルギー管理制度により、事業 No. 10 は省

エネラベリング制度により、事業 No. 1、3 は改定建築基準法により実施が促進される。 
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Notes: Numbers represent the following EE&C projects: 
No 1. New EEB (lighting, etc., 4 units), No. 2. Biogas power generation for poultry (2kW, 30 units), No. 3. New GB 
(lighting, etc., 4 units), No. 4.  Ammonia cooling/ chilling for food processing (10,000t, 3 units), No. 5. Lighting for 
textiles (LED/25W, 20,000 lamps×11units), No. 6. Biogas power generation for poultry (400kW, 2 units), No. 7. 
Once-through boiler (6 t/h, 3 units), No. 8. Cement kiln (5,000 t/day, 4 units), No. 9. Large public buildings retrofit (AC, 
lighting, 4 units), No. 10. AC & Refrigerator (16,000 households), No. 11. Gas turbine cogeneration (6-10MW, 2 units), No. 
12. High efficient weaving machine (100 sets, 1 unit), No. 13. Exhaust heat recovery for steel (100,000 t/h, 2 units) 
Source: Compiled by JICA Project Team based on independently collected data 

図 2-8 省エネ制度・フラッグシップ事業の MAC カーブ 
 
2.9 能力育成と普及啓発策の立案 

(1) SREDA の能力育成 

SREDA 職員は省エネ制度実施に関して十分な能力が求められる。表 2-4 に必要とされる能

力・知見をまとめた。 

表 2-4  SREDA 職員に必要な能力・知見 

制度 能力・知見 
全般 - ステークホルダーとのコミュニケーション 

エネルギー管理 
- エネルギー消費データの収集・分析 
- 産業界、事業者とのコミュニケーション 

省エネラベリング 

- S/L（基準・ラベリング）の知識 
- 家電の省エネ技術 
- 家電市場の現状 
- 家電メーカー、業界とのコミュニケーション 

建築物の省エネ化 
- ビル、住宅の省エネ技術 
- 建築基準（省エネ基準） 
- オーナー、設計者、建設業者とのコミュニケーション 

省エネファイナンス 
- 省エネの資金調達 
- 金融機関とのコミュニケーション 

IT - IT 技術 

普及啓発 
- 事業者、産業界とのコミュニケーション 
- 教育省、学校とのコミュニケーション 
- メディア利用方法 

電源開発株式会社 
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制度 能力・知見 

経済分析 
- エネルギー経済 
- 省エネ制度・技術全般 

気候変動 
- 地球温暖化対策 
- 京都メカニズム、CDM 等 

 
(2) 国全体での省エネ推進体制の構築と能力開発 

SREDA は発足したばかりの組織であり人材、予算とも乏しい。今後、国の省エネ推進の中

心機関として政府内及び「バ」国全体に影響力を行使していくためには、SREDA の組織作り

のみならず、他の政府機関に省エネ政策の窓口を設けて SREDA との連携を図ることが有効で

ある。また各政府機関を通して民間事業者や関係団体との連携を図り、学術界や外国ドナーも

含め、全国的な省エネ推進ネットワークを SREDA を中心として構築していくことが必要であ

る。このネットワークを通して情報交換、技術交流を図り、全国的な省エネ推進能力の向上を

図る。 

 
(3) 産業部門、業務部門（商業・ビル）の普及啓発 

SREDA は産業界に対して、将来あり得るエネルギー供給不足や価格高騰を訴え、事業者の

自主的な省エネ行動を促すべきである。このような訴えは、毎年 12 月に行われる「電気週間」

や毎月行っている省エネセミナー等を情報発信の機会とすべきである。また、関係業界団体が

SREDA が組織する省エネ制度構築にかかる各種委員会に積極的に参加するよう要請していく。 

 
(4) 住宅（家庭）部門の普及啓発 

住宅（家庭）部門では、学校等の教育現場での省エネ普及啓発が最も重要である。学童に対

するエネルギーや省エネ関連知識の植え付けが、家庭での省エネ行動を通して家族に伝わり、

さらに社会全体の省エネに対する意識の高まりにつながるものである。 

SREDA は教育省と連携し、学校・大学でのエネルギー・省エネ教育プログラムの充実を図

る。 

 
(5) メディア利用 

SREDA は、関連する政府機関他と連携して、テレビ、新聞・雑誌の広告、道路看板、表彰

等のメディアを利用して省エネの重要性・具体策・メリット等を PR するキャンペーンを展開

する。 

 
2.10 今後の課題 

(1) マスタープランの仕上げと制定 

本プロジェクトで提案した省エネマスタープラン（案）には、エネルギー供給部門と交通部

門の省エネが含まれていない。発送電効率向上はエネルギー供給部門における最大の省エネ課

電源開発株式会社 
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題である。発送電効率は、需要家の消費電力量の 1 次エネルギー換算にも影響を与える。エネ

ルギー価格の設定は、需要家の省エネ推進意欲に直結する。また、交通部門は産業、住宅部門

についでエネルギーを多消費している。「省エネマスタープラン」全体としては、これら部門

の省エネ計画を合わせて織り込む必要がある。 

従って、SREDA は本プロジェクトで策定した計画案を第 1 版として公布する一方、両部門

の省エネ計画を早急にまとめて現計画案と合体した第 2 版の策定を進めるべきである。産業、

住宅、業務、交通、農業、エネルギー供給等の主要部門を含む省エネマスタープランでは、主

要部門の個別省エネ目標も明確にし、本プロジェクトで定めた全体目標である「GDP 当たり

の 2030 年における 1 次エネルギー消費量の 20％削減」と整合をとる必要がある。 

 
(2) 政府機関による省エネ率先実行 

省エネマスタープランを国民・事業者に周知し、国を挙げて省エネ推進に取り組むには、ま

ずは政府機関が率先して省エネに取り組み、国民・事業者に手本として見せることが重要であ

る。SREDA は、省エネマスタープランの完成・公布を進める中で他の政府機関と連携し、政

府の省エネ実施計画を平行して策定し、早急に組織だった省エネ推進を開始する必要がある。 
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3. 本プロジェクトの成果 

本プロジェクトの成果を表 3-1 にまとめた。 

表 3-1  本プロジェクトの成果 

項 目 成  果 

全 体 

- SREDA と協調して省エネマスタープラン案を作成し、主要省エネ制度を

提案した。 
- 部門、産業業種別のエネルギー消費状況を把握した。 
- 制度に関わる関係者会合（委員会、ワーキンググループ）を組織し、議論

を開始した。 
- セミナーをとおして、マスタープラン（案）の概要及び本プロジェクトの

成果を「バ」国の人々に紹介した。 
- 本プロジェクトをとおして SREDA スタッフのキャパビルを行った。 

エネルギー管理制度 
- 制度骨子（フレームワーク）案を作成した。具体的な制度実施手順や基準

を提案した。 
- 省エネ診断をとおして、工場やビルの省エネ推進状況を把握した。 

エネルギーデータ収

集システム 
- エネルギー消費データ収集システムのプロトタイプを開発した。 

ラベリング制度 

- 制度骨子（フレームワーク）案を作成した。具体的な制度実施手順や基準

を提案した。 
- 家電市場を調査し、状況を把握した。 
- 現行 BDS（「バ」国規格）の、制度に合わせて改良すべき点を指摘した。 
- 委員会、ワークショップを通し、省エネラベリング制度の基本的考え方を

関係者に理解させた。 

建築物の省エネ制度 

- 改正建築基準法、グリーンビルガイドラインの関係を整理・確認した。 
- 改正建築基準法の施行に合わせた省エネ推進への留意点について提言を

行った。特に運用の大切さを強調した。 
- 省エネ診断をとおして、ビルのエネルギー消費状況を確認した。 

省エネファイナンス

制度 
- 「バ」国に適した省エネファイナンス制度として低利ローンスキームを提

案した。 
普及啓発 - 効果的な省エネ普及啓発プログラムを提案した。  

IT 利用 
- SREDA のホームページのメインフレームを開発し、エネルギー消費デー

タ収集システムをリンクさせた。 

地球温暖化対策 
- 地球温暖化対策の視点から省エネの大切について訴求した。また地球温暖

化対策は「バ」国のみならず、グローバルな課題であり、ドナーも推進に

積極的であり、ドナー協調プログラム形成の有効性について示唆した。 

経済財務分析 
- 省エネ制度の経済分析手法を提案し、主要省エネ制度、プロジェクトの費

用対効果シミュレーションを行った。結果、総じて多くのプロジェクト、

プログラムの導入に、経済合理性が認められた。 

需要予測、その他 

- 2021年及び 2030年の省エネ目標を、2013-14年のGDP当たりのエネルギー

インテンシティー比（toe/GDP）で、それぞれ 15％及び 20％と定めた。 
- 2030 年の 1 次エネルギー消費量予測（BAU）及び省エネが進展した場合

のエネルギー消費量の削減予測・評価を行った。 
- 電力日負荷曲線の 2030 年推定、デマンドの内訳推定等を行った。 
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